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富山県南砺地域の不吹堂祭組にみる局地風の認知
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I.はじめに

(1)研究の目的

人は，自らをとりまく環境をどのように認

知しているのだろうか。

人間・環境関係研究では，知覚に影響する

様々な要因が考察されてきた。そのなかに，

自然災害を対象とする災害知覚研究がある。

従来の自然災害に対する自然科学的，社会

科学的な研究に加え， 1960年代には環境知覚

の側面からも研究がおこなわれるようになっ

た。災害知覚研究は，災害危機のある環境に

対する人聞の意志決定の考察から始まり，災

害の不確実性が重視された。そして，災害の

頻度・被害度や経験が，人々の災害に対する

知覚に影響すると論じられた1)070年代には災
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大浦瑞代

害への実際の対応として顕在的行動を扱い，

知覚が行動にどのように関わるかが考察さ

れ九80年代になると災害知覚研究における問

題点が抽出された。そのなかで，寺阪と安藤

の見解が注目される。

寺阪叫土，知覚と対応、行動における「個人と

組織(集団)Jというレベルの違いをあげ，集

団レベルでの把握が必要であるとする。確か

に従来の研究は，質問票などの調査により個

人レベルの研究が多く扱われてきた。そのた

め，資料の得にくい過去の特定個人の知覚や

対応は，研究の対象となりにくかった。しか

し，前近代においては個人レベルでの対応に

は限界があり，集団レベルの対応により重要

な意味があった。集団レベルを扱う研究は，

前近代を対象とするのが有効だろう。

安藤叫ま，災害となる自然現象の性質に，突

発的で一過性のものと比較的長い時間継続す

るものがあることを述べている。そして，災

害に対する人々の対応行動にも「長期的な対

策採用行動jと「短期的な緊急の対応行動l

があり，災害発生過程における人間の知覚と

対応を把握，検討することを課題としている。

しかし，自然現象の性質には安藤が示した以

外に，過去から現在に至るまで決まった範囲

で確実に起こるものもある。こうした自然現

象により災害の起こる災害常襲地では，災害

の頻度が高く人々の災害経験も多いために，

伝統的におこなわれる対応が知られている。

洪水が頻発する西濃尾平野の輪中は，常襲す

る洪水への対応として堤防を築いた結果，形



成された。輪中は一つの生活単位として共通

の生活基盤をもち，水防組織は運命共同体と

して結束している九

このような伝統的な対応は，災害の経験に

基づいて知覚が蓄積された結果であり，人々

の災害に対する認知が反映されている。そし

て，個人レベルでは成しえない集団レベルの

対応には，集団に共通し広く承認された認知

を見出せるだろう O 本稿では，災害常襲地に

おける災害への伝統的な対応を扱うことによ

り，その土地の住民が災害をどのように認知

してきたのかを考察する O

(2) r井波風」と不吹堂

常襲する災害として，局地風を扱う。局地

風は，局地的な地形の影響や温度差によって

ごく狭い範囲に吹く強風であり，固有の呼称

が付けられているものが多い。そのなかで，

特定の気圧配置時に固有の風向，風速，頻度

で吹き，発生する季節も限られている風6)を対

象とする O 吉野川ま，日本に30余りの局地風を

示しており，都道府県別にみると北海道が最

も多く，次いで富山県に 4つの局地風があげ

られている O

富山県の砺波平野は散村景観が有名である

が，その起源や継続に関するさまざまな議論

のなかには，強風による大火を防ぐためとい

う説8)がある。現在でも南部の山麓沿いを中心

に風から家屋を守るため，カイニョ(=屋敷

林)9)のある家が多い。これは，砺波平野にフェー

ン現象による，温暖で乾燥した強風が吹くた

めである。強風は春と秋に多く，低気圧が日

本海を通過する時に山から吹き下ろす。特に

砺波平野南部地域(以下，南砺地域)の高清

水山地10)山麓で強く，なかでも井波町一帯に吹

く風は「井波風」と呼ばれている。この「井

波風」は南東風が卓越し，最大瞬間風速が40

m/sを越えることもある。時期になると毎年

必ず吹くために，襲来頻度の少ない台風より

も恐れられている。強風によって，今までに
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家屋の倒壊や農作物の不作，大火などの多大

な被害がもたらされている 1九

そして，富山県内には不吹堂と称される堂

が多数存在する 1九田口1

布と風力の強さは相関していると考えている。

岩田1吋土，県内の27ヶ所に不吹堂があることを

示しているが，そのうちの12ヶ所が南砺地域

に集中している O 南砺地域の不吹堂に関して，

広域祭把圏の観点から考察した橋本川』ま，不吹

堂の基本的性格を「風害を怖れ，五穀豊穣を

祈願する農民たちの信仰の象徴Jとし，不吹

堂祭記圏は農業的連帯に基づく社会集団に対

応すると考察している。また，藤井1川土，不吹

堂を死者の供養法要として板碑を杷るものと

とらえ，祭最Eをおこなう宗派によって 4つに

分類した川。しかし，これらの研究は，不吹堂

を強風への対応としてとらえ， どのような住

民の認知に基づいて杷られるかを考察する視

点に乏しい。

そのため本稿では，局地風の吹く南砺地域

をフィールドに，江戸時代以降の記録や強風

に関する伝承，そして不吹堂の立地や祭配圏

から，住民の強風に対する認知を考察する O

II. r井波風Jの吹く地域

(1) r井波風」の局地性

『井波町史，P叫ま，井波町を中心に八乙女山

地の山麓沿い約 6km・幅約 3kmの範囲で特に

「井波風jが強いとしており，駒津大学によ

る聞き取り調査19)でも，ほぽ同様の結果が示さ

れている。「井波風」は「八乙女嵐」とも称さ

れる。これは，井波町の住民が，町の南にそ

びえる八乙女山の方向から風が吹き下ろすと

共通に認知したことにより付けられたもので

あろう。

千秋2

と呼ばれていた(表 1参照)ことを指摘して

いる。「わたくし」とは局地性をあらわす言葉

であり 21)石崎22)~ま， rわたくし風というのは，

この地方だけの風を意味している」と述べて



表 I 八乙女山山頂付近の風穴に関する記述

記録文書 様態等 関連事項 風の名称

冗禄年間 口は方にして少長みあり 常に湿気をふくめり
Cl688~ 1704) うちは苔むして岩をもて

「鶏塚の記J た〉みたるやうに見へ侍る

宝暦年間 山の半腹に風穴と五ふあり 風の荒きこと他宿に十倍す 井波の私風
(1751 ~ 1764) 井波の私風と云ふは東南の暴風なり
『三州奇談』 時に非ずして起る故に人家皆柱を堅くし梁

を太くし屋の上には大きなる石を置き破風口

には皆網を懸て巨木をまろばし横たへ下す

藁葺の家居などは猶更に用意還しくして見

るもいぶせきに至る

此地の草木も皆用意して生ず必ず西北に枝

をふり根指樹茎甚だ逗まし

大風は必ず此穴より出ると云ふ誠に石を落

すに忽ち吹返す

私風の発ること其謂れあり

宝暦9年 秋熟ノ時ハ人ヲ禁ス 土人呼ァイナ
(1759) 土人ノ外ハ山ニ入ズ ミカゼ、ト云

『広大和本草J 時二乱髪ヲ吹出ス

風穴アルヲ以テ土人呼テ風山トス

安永年間 弐尺に二尺計 過って礁を投げる人あれば忽風起るとなん 諺に私風とい

(1772~ 1781) 穴は東北ノ下へ行て其深き この穴にさはれば四時風を生じて石を飛し .b 

『越之下草』 ことをしらず 作物を損ず
稿本 小石を投ずるに数刻其音止 常に人を制して登せず

まらずといへり 承応の頃、前の郡公原五郎左ヱ門、穴の際

限をしらんとて…穴に入給へば…其奥をたず

すこと能はずしてむなしくかへり出られしが

風疾をウケテ程なく病身になられしといへり

安永年間 弐尺に二尺許周りは岩石 此所へ登り不浄の行ひあれは大風忽起石を 川上辺のわた

(1772~1781) 穴の奥は東北の方へ通し其 飛し穀物を損す くし風

[越之下草』 深さ際限なし 四時とも漫りに人行くことを不許

流布本 川上辺のわたくし風とは此穴より吹起ると

いへり

文化・文政年間 -尺余四方程
(1804~ 1829) 深さ三四尺程入レハ岩組合

『越中地誌J テ底ハ不見

縄ヲ下シテモ其深サハ不知

ヨシ云リ

江戸期末から明治 方四尺計之岩穴多 常に風気

『越中志徴』

明治23年 岩洞 風出ルト

(1890) 

『越中国誌』

明治31年 穴径四間許り 穴の周囲は白砂を吹き上げ為に四面皆砂、 風車風

(1898) 深さ測るべからず ーの樹木を見ず

「越中宝鑑J 常に瀕々の音を発し恰も叱略の声を聞くが

如し

試に縄に石を縛して下せば倍々大声を発す

若し小石たりとも投る時は忽ち蹄風を起す

と云ふ

大正4年 穴口四間許リ其深サ測ルベ 毎歳五六月ノ頃ニ穴口ヨリ風起リァ細砂ヲ 里俗之ヲ井波

(1915) カラズ 噴キ間々照尺ヲ弁セサんコトアリ 風トイブ

『南山見村郷土誌』

昭和6年 此穴へ石にでも打てば其偉大風吹出る 俗に井波の私

(1931) 折々此穴より大風吹て他所へ不知 風と云

」型車越金砂子』 耕作を損す

ーは該当する記述無し
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いる O このように，被害をもたらす災害とし

ての強風に呼称が付けられているのは，住民

が強風を日常的に吹く風と区別していること

をあらわしている。

駒津大学の調査はさらに， I井波風jのなか

で特に強い風が通り抜ける「風の通り道」の

存在を示している。これは，個人レベルでお

こなえる対応であるカイニョの密度から，風

向と強さを推定したものである 23)。少なくとも

3つあるとされた「風の通り道」は，どれも

「山地に刻まれた谷の延長線上にあたるj と

いう。実際に，山から吹き下ろす風は谷地形

によって収飲され強風となる。そして，中葉叫

が風との関係性を指摘した「吹上島jや「吹

上野」という小字地名も，谷口の土地に付け

られている。

以上から，風の強さの度合いに応じた住民

の敏感な認知を見出すことができる。

(2) I井波風」の予兆伝承

常襲する「井波風jの災害経験に基づいて，

風の吹き出しを予兆する現象が数多く伝承さ

れている。

井波町では，今でもよく「井波風が吹くと

きにはゴォーと山が鳴る」と言われている。

特に被害が大きいとされる井波町旧南山見村

の聞き取りで得た情報25)によると，山が鳴りだ

してから実際に風が吹きだすまでの時間は，

山麓では 2~3 時間，平野部では 3~4 時間

だという o r井波町史』制には「吹きだしの約

六時間前に山鳴りがはじまるJと記されてい

る。この時間差は，山からの距離に比例する

ものだろう。現在では，山鳴りと共に「山の

送電線がピーピー鳴ると風が吹く Jと言われ

るようにもなっている。そして，風が吹く前

には「風がざわつく j という。他にも「風が

吹くときには山が近くなって見える」や「山

がはっきり見えるん「山が浮いたように見え

るjと言われている。これは，気圧の関係に

よるものであろうか。「風が吹くときは山の雲
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が南から北に流れ，雲が無くなって空が澄み

きる」とされ，この状態を「冴えむいてきた」

と表現する。これらの山鳴りや雲の様子は，

吉野2川こよる局地風と地形条件のモデルのなか

でも示されており，気象学的現象を的確に言

いあらわしている。また， r井波町史』には，

動植物の生態から強風を予兆する伝承も記さ

れている。

経験に基づき，さまざまな現象から敏感に

強風を予兆したこれらの伝承は，環境認知に

災害の常襲性が大きく反映することを示して

いる O

(3) 風穴の伝承

「井波風j発生のメカニズムは，現在でこ

そ明らかだが，かつては八乙女山山頂近くに

ある風穴から吹き出すとされていた(表 1参

照)。元禄期(1688~1704)に記されたという

「鶏塚の記J28)には「八乙女山にのほりかつ風

穴にいたるJとあり，この時期には既に風穴

の存在が知られていたことがわかる。八乙女

山の風穴に関する記述はこのほかにも，宝暦

9年(1759)刊の『広大和本草j29)や文化・文

政年間(1804~1829) に編まれた『越中地

誌p円江戸期末から明治期の編である『越中

志徴.PJ)，明治23年に刊行された『越中国誌j32) 

などにみることができる。宝暦年間 (1751~

1764)に書かれた『三州奇談j33)には，山の半

腹にある風穴から大風が吹くと記されている。

そして，安永年間(1772~1781)に編まれた

『越之下草』刊には，風穴に石を投げたり不浄

の行いがあると大風が起こるために行くこと

は許されず，穴に入った人が病気になったと

記されている。『越中宝鑑』同や『加能越金砂

子』附にも，穴に石を投げると風が起こると記

されている。風穴の大きさは『越之下草jで

は2尺に 3尺であるが， r越中志徴』では 4尺

四方となり，明治以降は直径 4間となってい

る。 4聞は 4尺の誤りかもしれないが，時代

を経るにつれ大きく記されている。風穴の奥



表 2 八乙女山山頂付近以外の風穴に関する記述

記録文書 場所 様態等 関連事項

安永年間(l772~1781) 庄下郷際、尾村 山中に鉢の如くなる洞有其底 木の葉又扇子などを此洞へ投

『越之下草』流布本 (現庄川町隠尾) に小き風穴ありて風を出す れは風につれてた立よひ揚る

大正4年(1915) 南山見村東城寺山中 四尺四面の堂水神を柁る堂下 此穴ヲ汚サパ直ニ風害アルト

『南山見村郷土誌J (現井波町東城寺) に直径三尺許リノ穴アリ 称シ村民ハ風宮(=①八乙女山

小石ヲ並ベテ蓋ヲナシ小石ニ の風神堂)以上ニ(⑤経堂を)信

ハ一面ニ御経ノ文句ヲ刻ミ込ム 仰セリトゾ(()内は筆者補充)

大正4年(1915) 衰谷村大字東西原村 風穴あり

『蓑谷村郷土誌J (現城端町東西原)

木の葉石と称する奇

石を産す附近

は， r越之下草jだけが北東に通じていると

し，ほとんどの記録では深さを測ることがで

きないとされる。このように記された八乙女

山の風穴は，現在でも確認することができる。

八乙女山の風穴に関しては，次のような伝
たいちょう

説がある。奈良時代に，越前の高僧泰澄が，

注連縄を張り風神堂を建てて風を鎮めた。し

かし，その 4OO~ 5 00年後に地元有力者の石

黒某が，霊験を試そうと注連縄を切ったため

再び強風が吹くようになった。そこで，村人

の懇願により，本願寺五代の僧縛如 (1350~

1393)が浄土三部経を納め風神堂を再興した，

というものである 37)。しかし，江戸から明治時

代にかけての記録には，この伝説に出てくる

風神堂をみることができない38)。現在，八乙女

山の風穴に隣接して建つ不吹堂の創建は昭和

33年(1958)であり，それ以前に不吹堂の存

在を確認できないのである。そのため，千秋39)

は，この伝説を後世の創作と推定している。

泰澄は霊山白山や医王山を聞いたとされる人

物であり，紳知も井波町の中心的存在である

瑞泉寺の開基である。この両者は，南砺地域

で信仰されうる宗教者であるため，伝説のな

かで風を封じることを託されたのであろう 40)。

また，八乙女山以外の場所にも風穴が存在

した(表2参照)。上掲の『越之下草Jには，

庄下郷隠尾村(現庄川町隠尾)に風を出す風

穴があると記されている。大正期はじめに尋

常小学校で相次いで出された『郷土誌Jにも

風穴の記録がみられる。『南山見村郷土誌j41) 
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鍾乳石を採りしに俄然大暴風

雨となり将に穣々たるべき稲木

に一大被害を輿へたり

爾来同地に人跡を印せしめず

村民の警戒頗る厳重なり

には，南山見村東城寺(現井波町東城寺)の

山中にある風穴を汚すと風害が起こるとし，

八乙女山の風神堂以上に信仰していると記さ

れている。『蓑谷村郷土誌J叫には，蓑谷村大

字東西原村(現城端町東西原)の木葉石とい

う奇石叫を産出するところに風穴があり，その

石を採ると暴風雨になるため，人が行かない

よう警戒していると記されている。これらの

風穴も八乙女山の風穴と同様に，強風の吹き

出し口として神聖視されていたことがわかる。

III.不吹堂祭記

(1) 立地と祭記形態

南砺地域の12ヶ所で現在確認できる不吹

堂叫)は，尾根上から平野部にかけて散在してい

る(表 3・図 1参照，本文中の数字は表 3に

対応する)。古くから風穴の存在が記録されて

いる八乙女山山頂部の①が唯一尾根上にあり，

半数の②③④⑤⑥⑦は平野に近い山腹部，

(⑧)⑧⑨凪は平野部，回12は山間部に立地し，

そのほとんどが，規模の小さな堂である。た

だし，昭和10年(1935)に廃村となった井波

町杉谷に立地する不吹堂12は，荒廃し不明な

点が多し>0

12を除いた11ヶ所の不吹堂では，現在も 1

年に 1回祭前日がおこなわれている。祭肥日は，

神明宮などの境内に立地する不吹堂⑨回は本

殿の祭日と同一であるが，ほとんどの不吹堂

①②@④⑥⑦⑧は新暦の 6月におこなわれ，

特に18日というものが②笹⑥⑦と多い。国の



表 3 南砺地域における不吹堂一覧

番号 所在地と呼び名 立地場所 正面方向 祭記圏を構成するムラホ1 祭紀行為者
堂内に配ら
れるもの

井波町八乙女山 尾根上 北西 現在井波町観光協会 A山見八幡宮か 天御柱命・国御柱
① 山頂付近 ら後にA高瀬神 命を象徴した木彫

「風神堂」 社へ
J1:川町(旧東山 山腹部 北西 弘化 3年(1846) 18ヶ村(現、庄川町と井波町 砺波市芹谷 石碑
見村)金屋岩黒、 にまたカまる) 真言宗千光 (正面:キリーク，
「不吹堂」 青島・金屋・五ヶ・小牧・示野新・示野出・庄 寺 左側面:般若憂芹

新・高儀新・前山・岩屋・北川・坪野・縄之内・ (旧、千光眼寺) 谷山千光眼寺・六
松崎・松原上野・松原出・松林・山見 十四葉大イ首都行遍

② 明治43年(1910) 18ヶ村叫 欽言，右側面:吉

弘化3年時の金屋が金屋岩黒、高儀新が 寛政十一歳未二月

高儀新久八島と高儀新示野島になり、杉 吉辰・施主示野新

谷新が加わっている 邑孫三郎，背面

現在明治43年時の杉谷新が廃村のため 奉鎮暴風五穀成

なくなる
就など)

井波町(旧南山 山腹部 北北西 現在瑞泉寺の門徒衆 井波町井波 古くなった経、仏
見村)志観寺 浄土真宗瑞 具など

③ 「不吹堂J 泉寺
(風鎮堂、連代寺
不吹堂、瑞泉寺
不吹堂とも)

井波町(旧南山 山腹部 北西 明治3年(1879)~現在l3ヶ村 井波町井波 十面観音と十六

④ 
見村)清玄寺の 今里・川原崎・五領・清玄寺・谷・戸板・連代寺 曹洞宗常永 神名を墨書した木
南(焼尾) (以上、七村)・池田・院瀬見(明治期にはl西院 寺 中L
「不吹堂j 瀬見)・沖・志観寺・東城寺・山見

井波町([日南山 山腹部 北西 現在東城寺 1ヶ村 井波町井波 南無阿弥陀仏が刻
⑤ 見村)東城寺 浄土宗浄蓮 まれた石碑

「キョウドウj 寺
井口村川ヒ中天 山腹部 北西 文政6年(1823)l3ヶ村 城端町東下 不動明王の木像
摩山山頂 雨潜・池尻・井口・江田・中(=川上中)・久保・ 曹洞宗域国
「不吹堂」 蛇喰・三清・田屋・東西原・宮後・森清・安清 寺

⑥ 幕末文政6年時の三清がなくなり北市となる
現在 11ヶ村

池尻・井口・江田・川上中・久保・蛇喰・田屋・
東西原・宮後・森清・安清

城端町表谷([日 山腹部 西北西 現在 8ヶ村(中世の能美郷と 致) 井波町山見 御幣、丸い石、四

⑦ 
蓑谷村蓑谷字喜 泉沢・大鋸屋・北野・西明・細野・蓑谷・理休・ 企山見八幡宮 角の穴
右衛門林島) 林道(蓑谷は正谷を合併、北野は次郎丸・長 (天御柱命・国御柱
「慈雲神社j 楽寺・吉松を含む) 命を象徴)

井波町([日向瀬 平野部 不明 局瀬 1ヶ村(カ) 不明 不明
(⑧) 村)高瀬1番地ブ

カンドウヤシキ

(⑧)が井波町両 平野部 南 現在両瀬 1ヶ村 井波町両瀬 級長戸辺命
⑧ 瀬神社に合紀 (二本殿 A高瀬神社

「風宮」 正面)
井波町北市神明 平野部 ~t 現在北市 1ヶ村 井波町井波 木札カ?

⑨ 
宮境内(かつて (二本殿 企井波八幡宮
は北市大杉の樹 正面)
下)
城端町是安([日 平野部 西北西 延宝3年(1675)~元禄15年 180有余村 城端町是安 志那都比古神
南山田村大字是 (十村組の改組により、組数が3つから6つに 企級長戸港神社 志那都姫神
安村字中島) 増え祭杷圏のムラ数も増加) その他に、天児屋
「不吹堂j 現在敬神会(=級長戸漫神社氏子) 根之命・天照皇大

回 (明治元年「級長 神・慶幡八幡大神
戸遁社」と改称 など
し、現在は「風
宮不吹堂級長戸
漫神社J)
庄川町隠尾八幡 山間部 北西 文政3年(1820) 10ヶ村(里山十ヶ村と総称さ 庄川町庄 志那都比古神
宮境内(旧東山 (=本殿 れる) 雄神神社 志那都姫神
見村隠尾字朝 正面) 落シ・隠尾・二ツ屋・名ヶ原・湯谷・湯山・横住

回 窪) (以上、里山七ヶ村)・川内・五谷・伏木谷(以
「級長戸漫社J 上、五谷三ヶ村)

現在 文政3年時と変わらないが廃村となるム
ラあり

日三日空波町杉谷*3 山間部 北北東 不明 不明 不明

不吹堂番号のO囲みー祭杷圏が強風範囲内にある不吹堂 *1・・過去の祭和国がわかるものはその構成も示す
口囲みーー祭杷圏が強風範囲を超えた不吹堂 *2・・庄新と高儀新九八島、杉谷新と前山は 2つでも 1ヶ村と数えられた

... 山伏の系譜をひく神社 *3・・井波町杉谷は1935年に廃村
井波町史編纂委員会『井波町史J上巻，1970、井口村史編纂委員会『井口村史j上巻，1995、井口村郷土史研究同志会『井口村伝説史
話j，1974、『風宮不吹堂五社大明神級長戸漫神社御由来』、庄川町史編さん委員会『庄川町史』上巻，1975、城端町史編纂委員会『城端町
史上1959、富山県『神社明細帳』東砺波郡二冊の内一，1932、藤井員比古(井波町自然保護指導員の会H井波風と不吹堂信仰l井波町教育委
員会，1996、1998年6、8、9月実施の筆者による現地調査、により作成
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o 20km 
』圃園開"--'

①②③…不吹堂(番号は表 31こ対応)

(ただし(⑧)は旧所在地を示す)

①②溜 ・・・同一番号の不吹堂祭記圏のムラ

図1 不吹堂と祭最日圏の分布

( )はかつて祭記圏であったことを示す

Iただし①は井波街部に代表させ、③は瑞泉寺所在地とし削

111Qの祭杷圏は図3を参照 | 

2重囲み・・・風穴の存在を伝える

...・「風の通り道J(騨大学の調査による)

ー・ー ・・・入会山所有の境界線

o井波町史』、『井口村史」、『城端町史』などにより筆者作)

(昭和47年に竣工した南砺用水は示していない)

この図には大日本帝園陸地測量部発行の 5万分の l地形図「八尾J(大正2年)， I城端J(大正5年)， I西赤尾J(大正 2年)を使用した。



祭前日日は 7 月 14~16 日の 3 日間であるが，旧

暦では 6 月 14~16日であった。そのなかで，

⑤だけは10月に祭最Eがおこなわれている。実

際には日曜日に祭最Eが移行しているものもあ

るが，多くの不吹堂で祭杷がおこなわれる 6

月は，春に吹く強風がすでにおさまった頃でト

ある。 6月は農作業が一段落し田祭や虫送り

がおこなわれ， 18日は観音の祭日とされてい

るが，現段階において 6月18日という祭杷日

の由来については明らかにできない。祭前日の

概略を④について記すと，祭杷当日の午前中

に祭に参加するムラ45)の代表が，参道や不吹堂

周辺の草を刈り旗を立て供物などを堂に飾る O

祭両日は午後から始まり，僧による読経と説法

が 1時間ほどあり，その後片づけをして麓の

公民館で直会がおこなわれ，祭最Eが終わる。

不吹堂の祭記には，仏式のものci③④⑤⑥

と神式のもの①⑦⑧⑨匝固がある。山伏の系

譜をひく神社によって記られる不吹堂⑦⑧⑨

もあり，修験道と不吹堂のかかわりが考えら

れる o 神式祭前日では，天御柱命・国御柱命や

志那都比古神・志那都姫神などの風神が杷ら

れている O 仏式祭杷では，杷られるものがそ

れぞれ異なり，祭前日をおこなう寺の本尊など

が分霊されている。

伝説上で八乙女山に風神堂を再興した悼如

が開基の瑞泉寺は，寺から南南東方向の山腹

に立地する③の祭杷をおこなっている。祭把

では，堂内に古くなった経や数珠などを納め

ており，伝説の内容と極めて近似している。

藤井刊)は『井波誌』に記されている「享保三年

戊戊十月青坂に前立として風鎮堂を建つ。今

の不吹堂と云ふは是れなり。毎年四月二十四

日瑞泉寺列座衆登山して，読経する事今に故

例伝はるなり。J47)という記載から，③は八乙

女山山頂部付近の風穴を奥の院とする「前立」

であるとしている。

貞享 3年(1686) におこなわれた山割を記

した「貞享 3年山新帳大綱絵図J48) (図 2参照)

には 2つの建物図像が描かれている。それ
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を現地比定すると，ほぼ現在の③と12の位置

にあたる4九この山割図には追筆も多く，貞享

3年の時点ですでにこれらの不吹堂が存在し

ていたかは明らかでない。しかし，八乙女山

山頂部には「風穴j と記されていても，風神

堂に相当する図像はみられない。江戸時代の

記録にも風神堂の記載がないことは，前述し

た。伝説で語られる風神堂は実在していなかっ

たが，瑞泉寺は③を「前立」として祭肥する

ことによって，伝説に信憲性を与えたと考え

られる。それは，八乙女山の風穴から強風が

吹き出すという古くからあった信仰を，瑞泉

寺が伝説に基づく祭記をおこなうことによっ

て，祭杷のなかに取り込むものであったとい

えよう。現在，八乙女山の風穴の地点に立地

する①は，風穴の伝説がまず先にあり，それ

にちなんで建てられた不吹堂である刷。

神式祭前日の固に関しては， r井波町史j5l)に
円皇風地の村々三Oか村の鎮守としてj創建

されたとある。この30ヶ村の構成は不明であ

るが，十村役が創建の中心となり加賀藩に願

い出て与えられた御用林の地に不吹堂が建て

られたという経緯がある。そのため，固の祭
とむらくみ

最e圏は行政区画である十村組問tこ基づき拡大

再編され日)，広範囲に及んだ(図 3参照)。元

禄15年(1702)には石黒組・能美組・太美組

の3組 180余りのムラが祭記圏であり，天保

10年(1839)に十村が改組されると，旧 3組

の範囲に野尻組・石黒組・山見組・井口組・

山田組・太美組の 6組が新たに編成され，庄

川左岸の南砺地域一帯が祭杷圏となった刊。

そして，庄川右岸には，函と同じ祭神を杷

る回が立地している(表3・図 1参照)。固は

圃の分霊と考えられ同， 2つの祭杷圏を併せる

と，庄川両岸にわたり南砺地域を広く覆う祭

杷圏となる。このように行政区画に基づき拡

大再編された祭杷圏は，山麓で特に強く吹く

風の範囲をはるかに超えており，強風を知覚

せずに祭記圏となるムラも多い。そこで，広

域な祭杷圏内でありながらも別の不吹堂を杷
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承応元年~天保 9年
(1652) (1838) 

-・・・十村組の境界線

天保10年~幕末
(1839) 

Eコ-…級長戸掛紳士(表3の固)の祭紀圏

図3 砺波郡の十村組域と級長戸建神社の祭耐圏

砺波市史編纂委員会『砺波市史.1， 1965， 396頁に加筆

足立原論文中の図 2を一部修正

る祭配圏の構成を次節で考察する O

(2) 祭杷圏の構成

祭記圏を構成するムラの数は，十数ヶ村ほ

どのムラが共同するものと 1ヶ村だけのも

のがある(表 3参照)。橋本5叫土，数ヶ村によ

り構成される祭記圏のそれぞれが，郷を基盤

に水利の関係と山の入会で強化された集団で

あると考察し，不吹堂は「単に風神としての

みならず，水神としての性格をも合わせ持っ

た」と指摘している O しかし，さまざまに構

成される祭杷圏の要因については，その形成

過程をも考慮しつつさらに再検討する余地が

残されていよう。

橋本によると，祭記圏の基盤となる郷は，

歴史的領域として中世の郷・庄との連続性が

かなり高いという。中世の郷に関しては，史
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料が充分でなく詳しく知ることはできないが，

『越登賀三州志Jの「図譜村籍J57)では，文政

2年 (1819) 当時のムラを単位に中世の郷が

復原されている。これに従うと，②④⑥の祭

耐圏は複数の郷にまたがることになるo

②には，唯一創建に関する文書が残ってい

る。文政10年(1827)の「金屋岩黒村不吹堂

建立雑用割符につき願書控J5町こよると「近年

打続大風御座候而，立毛作難仕，近郷之百姓

中甚迷惑至極仕候ニ付，不吹社堂相建申度奉

存，風下村々江示談納得之上」創建に至った。

この文書の差出人は金屋岩黒村，井波町，北

川村の肝煎や組合頭である。この 3町村は山

麓に位置し強風の影響が大きいため，不吹堂

創建の中心になったと思われる。文書中の「風

下村々」とは，中心となった 3町村から風下

方向にあると認識されたムラであろう。②の



祭最E圏構成には，創建の中心となった風上側

のムラと，これに協力する「風下村々」とい

うこ層構造を見出せる。創建から約20年後に

あたる弘化 3年 (1846)当時の祭肥圏のムラ

分布と照らし合わせると(図 1参照)，この二

層の境界には新用水が位置している。新用水

は中世末期には整備され，用水より平野側の

潅概として大いに役立つたが，山麓側では依

然として谷水に依存した。この用水は，入会

山の有無の境界ともほぼ一致しており，社会

集団の構成に大きな影響を与えていることが

わかる 59)。

この文書は，社堂創建の段階になり「御祈

祷入用並地平均人足賃等夫々割符仕候処J，高

瀬村が「社堂創建候納得ニハ相加り候得とも，

入用銭割符ニハ難相加」と費用の負担を拒否

したため，近隣の十村役に「何卒高瀬村占無

異儀差出候様j と，説得を願い出ている。高

瀬のムラは，創建には賛成しても費用の負担

には応じていないのである。弘化3年(1846)

の祭礼費用の記録刷tこ高瀬がなく，それ以降も

高瀬が②の祭杷に関わった記録がないことか

ら千秋や藤井61)は，文政10年(1827)にはす

でに高瀬に不吹堂が存在していたと推定して

いる。しかし，高瀬で不吹堂が杷られていた

のであれば，②の創建に際して入用銭を割符

する範囲には含まれないのではなかろうか。

高瀬には，田圃嶋と呼ばれ，長らく家が建て

られなかった分家ばかりの「風の通り道Jに

あたるー画がある 6九実際，駒津大学が示した

「風の通り道」も，高瀬を通っている(図 1

参照)。この「風の通り道jは高瀬の南南東か

ら吹き出しており，金屋岩黒の方向から吹く

ものではない。創建の中心である 3町村は，

高瀬までを「風下村々」と認識していたが，

実際に高瀬では別の方向の風を認めていたた

め，費用負担に応じなかったとみなすことも

可能だろう。

②の堂内に肥られている石碑には寛政11年

(1799) と刻まれており，不吹堂が創建され

た文政10年 (1827) よりも30年近く古い。石

碑の施主は「示野新邑孫三郎」である。示野

新は，②の祭最E圏を構成するムラであり現在

も祭最巳の運営をおこなっているが，文政10年

の文書では創建の中心とはなっていなし当日)。そ

れに対して，井波は創建の中心であったが，

創建後は祭杷にかかわっていない。祭最日の主

体には，何らかの変動があったと考えられよ

つ。

②の創建の中心である 3町村のうち井波と

北J11は，山見や志観寺などと貞享3年(1686)

に山割を実施している(図 2参照)。この山

は，慶長 8年(1603) に隣郷の 7ヶ村と「伊

波之百姓与令相論山之事」州のときに「如前々

あしのべを境として」所有が明確になった山

である o ここに記された「伊波之百姓」が，

どこの百姓を示すかは明らかでないが，正保

4年(1647) に「銭高ニおふし，杉谷口占八

乙女口迄五ツ割にして，八乙女ニ而壱わり藤

橋村へ相渡し可申候」と藤橋が詰山として山

を持った際叫に署名をしている，いなミ(井波)

町，北川村，山見村，止観寺(志観寺)村，

畠方村と藤橋村が「伊波之百姓」であると推

定される。ちなみに，畠方は元和元年(1615)

の井波町高物成書刷の目録に井波町，井波畠

方，西井波村と並んで、書かれており，正保 3

年(仕16ω46ω) に井波町へ組み入れられている 6刊7η)

貞享 3年(仕16侃86ω)の山割図には，井波町，北

川村，山見村，藤橋村，松嶋村，志観寺村の

肝煎の名が記されているが，藤橋と松嶋の持

山は図に記されておらず，藤橋が正保 4年

(1647) に請山とした位置さえ記されていな

い。藤橋と松嶋は井波と合わせて「三ヶ村入

会」とされたのであろう 6九このように，井波

の山を共有するムラの構成を知ることができ

る。そのうち，山見は②と④の祭訪日にかかわ

り，志観寺は④を記っており，②の祭前日圏は

山の入会と一致していない。

④は13ヶ村で杷られるが，そのうち今里・

川原崎・五領・清玄寺・谷・戸板・連代寺の
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7ヶ村が祭前日の中心となる。これらのムラは

まとめて七村と称され，祭前日の世話役を毎年

順番にまわしており，七村以外の 6ヶ村は世

話役にならなし伊)。七村は西大谷川の流域にあ

り，七村森林生産組合を形成し共同で入会山

を持っている。七村の結合を初めて史料上で

みることができるのは，先にも示した慶長 8

年 (1603)の山境相論時であり，宛所にこの

七村の名が列記されている。

七村以外の池田・院瀬見・沖・志観寺・東

城寺・山見のうち，志観寺と山見は井波の山

を所有していることは前述した。院瀬見と沖

は，慶長10年(1605)の記録7叫に「越中利波郡

之内，おき村・いせみ村両村之山銭弐貫六百

十文年来納来j とあり，この 2ヶ村は七村と

は別に山銭を払う単位であったことがわかる。

また，明和 4年(1767)にも，納得書之事と

して「三ヶ村と七村と山境之儀ニ付j御詮義

之上，山境が記録されている 71)。この文書中に

は「三ヶ村」とあるが，宛所には西院瀬見と

沖の 2つしか記されていない。もう 1ヶ村を

『井波町史』は北市としているが，北市は余

村役人として文書中に記されているため，筆

者は正保3年(1646)年の高物成田畠帳72)~こ，

貼紙で「東いせミ村，西伊勢見村へ入」とあ

る東院瀬見を示すと推測する。東城寺につい

ては，元和10年(1624)の山相論の記録間』こ「従

先規五俵之山銭，北市東城寺為両村致御納所，

山入込ニ刈来候」とあることから，東城寺も

北市と共に山銭を払う単位であった。④の祭

把圏には，複数の入会山がかかわっている。

池田に関しても，明暦2年 (1656)に山割

がおこなわれた74)入会に属している。この入会

は，池田・石田・池尻・井口・久保・蛇喰・

田屋・中・東石田・東西原・宮後の11ヶ村で、

構成され， I図譜村籍」で示された中世の井口

郷と一致している 7へそして，これに西明を加

えると元和5年 (1615)当時の十村組である

「しやはミ与J76)となる。⑥の現在の祭記圏

は，山割をおこなったうちの 8ヶ村と江田・
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森清・安清で構成され，かつては雨潜・北市・

三清もかかわっていた。橋本7ηは，この祭最1日圏

の構成を赤祖父川の水利から説明し，山見八ヶ

用水7吋〉ら引水するようになると「祭杷集団よ

り脱落していった」としている。しかし，江

田・森清・安清は山入会に属さず，用水から

引水していても祭肥圏から抜けることはなかっ

た。山割を共にしながら祭配圏とならなかっ

た石田・東石田に関しては， 11ヶ村のなかで

最も北に位置し山麓と距離があるため，強風

による被害が少なく祭記圏とならなかったと

考えることができるだろう。

⑦の祭把圏内には複数の河川が流れ，長年

にわたる山争いもあった。しかし，ムラの構

成は中世の能美郷と一致する。

⑤⑧⑨は 1ヶ村が自らのムラ域内に建て

て把る不吹堂である。しかし，⑤を把る東城

寺は④の祭把圏であり，⑨を杷る北市はかつ

て⑥の祭記圏を構成していた。そして⑧を租

る高瀬も，②の創建時には祭最E圏内とみなさ

れたムラであった。これらはもと，いずれか

の祭杷圏に属するものであったが，何らかの

事情により 1ヶ村で独立した不吹堂を杷る

ようになったと考えられる。⑤を前日る東城寺

の南には谷地形が位置し，駒津大学の調査で

「風の通り道」の吹き出し口とされている。

その同じ「風の通り道」上には⑧を把る高瀬

があり，⑨を両日る北市も「風の通り道」上で

ある。これらのムラは特に強い風を受け，被

害も大きいものであるために，風の認知が特

に敏感におこなわれうるだろう。「風の通り道j

にあたる山見は，②と④の 2つの祭耐にかか

わるという形態をとっている。⑤⑧⑨は，④

の祭杷の中心となる七村の南と北に分布する

が， I風の通り道」上である七村は，古くから

の強固な結合によって祭杷をおこなったもの

と思われる。高瀬と北市は新用水の平野側に

位置しており，山麓側とは異なる社会集団と

されることも 1ヶ村による祭租と関係する

だろうか。 lヶ村で把る要因としては，⑨を



記る北市が，天保6年(1835)の記録7川こ「北

市村山者，先年者惣山ニ市山銭鎌代取立申所，

人馬草苅等相減，山せん鎌代等も少々ニ相成，

寛政年中割山ニ{士候」とあるように，山入会

から独立したことも考えられるだろう O

IV.祭杷にみる風の認知

(1) 風穴と不吹堂祭記

八乙女山山頂付近の風穴は古くから知られ，

時代がくだると山間や山腹に風穴が存在する

ことも記されるようになった。これは， I風の

通り道jのような特に強い風の道筋が認知さ

れると，風の吹き出し口としての風穴が，風

上にあたる山中に意味づけられたと考えられ

るO 実際に⑤⑥に伝えられる風穴は，強風の

道筋が認知されうる谷地形に隣している O 風

穴は，多大な被害をもたらすにもかかわらず

物的対象とできない強風の源を，視覚でとら

えられるものとして景観のなかに具象化され

たものといえる。それには，風穴から強風が

吹き出すということが，強風の吹く一帯の住

民に広く知られていたことが前提としてある

だろう。新しく意味づけられた風穴は，祭記

するムラが所有する山のなかの，ムラに近い

山腹や山間部に位置している。古くから知ら

れていた八乙女山の風穴は，泰澄や紳如のよ

うな宗教者によって封じられるものであった。

そのため，住民が封じることのできる風穴は，

自らが管理しうる範囲内に置かれたのだろう O

全ての不吹堂が風穴の存在を伝えてはいない

が，他にも記録に残らなかった風穴があると

思われる。

このように住民によって新たに意味づけら

れた風穴は，必ずしも実際に風が吹き出して

いる必要はなく，強風が吹き出す象徴とされ

たことが重要である。そして，風穴を封じる

ために不吹堂が建てられた。不吹堂祭記をお

こなうことによって，強風を鎮め被害を防ぐ

ことができるとされたのである。そのため不

吹堂も，風穴の真上⑤や風穴の風下⑥，強風

の吹き出す谷地形に隣する山腹cg④⑤⑥，1風

の通り道J⑧⑨のように，住民によって強風

が吹くと認知された場所に立地している。②

には，管理や参拝に不都合として山腹から平

野に場所を移すと，途端に大風が吹き出した

ため，すぐにもとの位置に戻したという伝承

がある刷。⑦に関しては，風との関係性を明瞭

に見出すことはできないが，扇状に広がる祭

記圏の要の位置に不吹堂が立地する。固は藩

の御用林であったという土地に立地しており，

強風との関わりは明瞭でトない。しかし，強風

の認知がより敏感におこなわれるところでは，

不吹堂の立地場所に，その場所でなくてはな

らない意味がある。

実際には，不吹堂を建て杷ったからといっ

て，必ずしも強風が鎮まり被害がなくなるわ

けではなしミ。しかし，堂を建設することによっ

て祭把が恒常化し年中行事化しうる。現在も

なお祭配がおこなわれているのは，やはり強

風への対応として住民が不吹堂祭杷を重要視

しているためだろう O

(2) 祭記圏と風の認知

不吹堂の正面には北西を向くものが多いが，

この向きと強風の風向には，関係性を見出せ

る。「井波風」には，風向が南東で一定になる

という特徴があり 81)，北西方向に刻まれた谷で

収数された風もまた，南東方向となる。不吹

堂は，背面に南東風を受け正面を風下に向け

ているのである。②の祭杷圏は「風下村々」

が堂創建の費用を負担しており，1風の通り道j

のような 1つの風の道筋を共通に知覚するム

ラによって，祭把圏が構成されているととら

えられる。瑞泉寺によって記られる③も，正

面を瑞泉寺の門前町である井波街部に向けて

いる。 1ヶ村で把られる⑤も，自らのムラの

方向を向く。風穴を封じる不吹堂の立地場所

を起点にして，住民により知覚された「風の

通り道」の道筋が，不吹堂の正面方向によっ

て示されているのである。 1つの不吹堂には
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1つの「風の通り道」が認知されていると考

えることもできょう。ただし，高瀬の⑧や北

市の⑨のように，合配されたり境内にある不

吹堂の正面方向は，本殿の向きと一致し，風

向きとの関係は見出せない。

④の祭記圏は，山麓に沿い帯状に広がって

いる。祭記の中心となる七村は「風の通り道J

上であるが，祭記圏は，山から吹き下ろす風

が強く吹きつける一帯という共通の認知によっ

て構成されていると考えられる。

不吹堂祭雨E圏の基盤には，中世の郷や山の

入会などを結合契機とする社会集団がある。

しかし，風に対する認知によってそうした社

会集団が再編成されて，不吹堂に固有の祭杷

圏が形成されているのである。ただ，風の強

さの度合いによって認知も異なるため，不吹

堂それぞれにより祭杷圏に見出せる構成要因

も異なっている。不吹堂が小さな堂であるに

もかかわらず，現在も南砺地域に多く存在す

るのは，合砲が容易におこなえるほど祭杷圏

が単純な構成ではないことを示していると考

えられる問。

v.おわ り に

局地風の常襲地域でトの風への認知は，多く

の災害経験によって得られた知識が蓄積され

た結果である。南砺地域における風の強さの

度合いに応じた認知の違いは，不吹堂祭杷圏

の構成に見出すことができる O このように住

民によって認知され対応がおこなわれた局地

風は，長い年月の聞に風向や風速などが変化

した可能性がある。聞き取り調査では，山聞

にダムができてから風が弱くなったとか，近

年は昔ほどの大風が吹かなくなったという話

を聞いた。また，家の建築様式が変わり，専

業農家が減り，消防施設も普及したことなど

で大きな被害がなくなり，現在では風への知

覚がそれほど敏感ではなくなっているのかも

しれない。しかし，伝統的におこなわれてき

た不吹堂祭杷には，長年培われてきた住民の

認知が象徴的にあらわれていることを確認し

ておきたい。

このような局地風の常襲地域における認知

には，風の特性や地域の違いがあらわれるの

だろうか。富山県内には南砺地域の他にも強

風地帯があり，不吹堂が杷られている。愛媛

県の「やまじ風」や岡山県の「広戸風」の局

地風も，風穴から強風が吹き出すとされ堂が

杷られている。これらと南砺地域を比較する

ことにより，局地風に特徴的な認知を考察で

きるのではなかろうか。

今後は，災害の常襲性が認知に与える影響

を，発生頻度の異なる自然災害を扱い考察し

ていきたい。

(お茶の水女子大学・院)

[付記]

現地では，実際にいくつかの不吹堂祭最Eに参加

させていただき，多くの方々に大変お世話になり

ました。厚く御礼申し上げます。

なお本稿は，平成10年度に園撃院大壁へ提出し

た卒業論文を，全面的に書き直したものである。
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Traditional Environmental Cognition in the Local Wind Area 

Case Study of Wind Hole and Fukando W orships， 

Southern Tonami Plain， Toyama Prefecture， Japan-

Mizuyo OHURA 

The purpose of this paper is to examine some features of the traditional environmental 

cognition in the local wind disaster areas. 引Inami-Kaze"which blows in spring and autumn 

is one of the typical local wind in J apan， and it has been caused numerous damage in the 

southern Tonami Plain， Toyama Prefecture 

Inhabitants of this region have considered that the wind blows from a certain wind hole 

in the mountain， and they found it out at the top of Yaotome Mountain. To weaken the 

wind-blow itself and the damage by the wind， they worshiped the wind hole， and later several 

holes of the cause of the strong wind were picked up at the foot of the mountain. And then， 

the small shrine structure called代Fukando"was built by the communities of the region for 

the sake of sea1ing up the wind hole. These communities consisted of one or several villages， 

which were based on the circles of possessing the common right. But it is considered that 

the principle of combination vi11ages which made up the worship area of each shrine， depends 

on the nature of the wind itself. 

We can recognize some wind ways called "Kaze-no-toorimichi" from the valleys on 

which the winds are concentrated down， and these wind holes are located in the wind ways 

from the shrine worship villages. So the main motive of the modifying combination vi11ages 

is assumed to be the social common cognition of each wind way and the direction of the wind， 

through the socio-geographical analysis of shrine worship area. 

Wind hole and the shrine on that spot was regarded as the visible symbol of local wind， 

or the sacred place which was fixed on one element of landscape by the communities. The 

social response by the commusities， although it seems irrational， is reflected on the traditional 

environmental cognition of natural hazard region. 
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